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『
増
鏡
』
の
主
題
や
著
作
意
図
に
関
す
る
研
究
状
況
が
概
括
さ
れ
る
際
、
政
争
史

的
側
面
か
ら
作
品
を
照
射
す
る
立
場
と
文
化
史
的
観
点
に
注
目
す
る
立
場
と
に
二
分

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
承
久
と
元
弘
の
公
武
問
の
抗
争
を
大
覚
寺
統
主
体
の
倒
幕
運

、
動
と
し
て
重
視
す
る
見
解
と
、
宮
中
を
中
心
に
展
開
す
る
華
麗
な
王
朝
絵
巻
に
主
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
あ
る
と
い
う
見
方
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
三
部
構
成
説
に
関
係
付
け
る
と
、
承

久
・
元
弘
の
二
大
戦
乱
を
中
心
と
す
る
第
一
部
・
第
三
部
の
世
界
と
、
宮
廷
杜
会
の

優
麗
な
儀
式
・
遊
宴
な
ど
の
精
叙
を
特
色
と
す
る
第
二
部
の
世
界
の
ど
ち
ら
を
『
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

鋳
』
の
中
心
と
見
な
す
か
と
い
う
対
立
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず

れ
の
立
場
に
し
て
も
『
増
鏡
』
全
巻
を
大
き
く
二
分
し
て
、
そ
の
一
方
を
看
過
し
去

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
と
い
う
難
点
が
生
じ
る
の
を
回
避
で
き
な

い
。
「
政
治
事
件
に
重
き
を
お
く
の
は
事
件
そ
の
も
の
の
重
大
性
に
囚
わ
れ
て
い
る
」

「
宮
廷
生
活
に
重
き
を
お
く
の
は
記
述
量
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
囚
わ
れ
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
い
う
鈴
木
孝
枝
氏
の
推
断
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
す
る
と
、
『
増
鏡
』
全
編
を
一
括
し
て
把
提
で
き
る
方
途
が
改
め
て
探
索
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
鈴
木
氏
は
主
に
「
作
者
の
精
神
態
度
」
に
よ

島
根
大
学
教
育
学
都
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
一

第
二
十
五
巻
　
四
九
頁
∫
六
〇
頁

っ
て
両
者
を
統
一
的
に
考
え
る
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た
上
で
、
『
増
鏡
』
の
記
事
内

容
が
「
宮
廷
杜
会
の
波
欄
万
丈
」
を
意
味
す
る
と
い
う
理
解
か
ら
「
人
生
の
流
転
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
一

実
相
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
を
見
い
だ
す
。
こ
れ
は
伊
藤
敬
氏
の
生
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

流
転
の
仏
教
的
歴
史
観
を
一
貫
し
て
基
底
に
据
え
る
読
解
に
発
展
し
て
、
注
目
す
べ

き
視
点
に
な
る
。
ま
た
、
木
藤
才
蔵
氏
は
第
一
都
と
第
三
部
の
根
底
に
王
朝
文
化
復

輿
の
願
望
を
見
い
だ
し
て
、
王
朝
の
文
化
伝
統
の
存
続
を
証
明
す
る
第
二
部
と
の
統

　
　
　
　
（
7
）

合
を
試
み
る
。
第
二
部
を
公
武
協
調
の
理
想
が
達
成
さ
れ
た
時
代
と
捉
え
る
加
納
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

文
氏
は
同
じ
理
想
を
『
増
鏡
』
全
体
に
見
い
だ
す
こ
と
で
統
一
的
把
握
を
図
る
。
一

方
、
必
ず
し
も
統
一
を
要
求
し
な
い
で
『
増
鏡
』
全
編
の
主
題
を
考
察
す
る
立
場
も

あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
行
歴
史
物
語
の
時
間
的
継
承
・
西
園
寺
家
の
家
門
史
－
宮
廷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

生
活
史
な
ど
の
三
側
面
か
ら
の
多
面
的
把
捉
が
宮
内
三
二
郎
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

西
沢
正
二
氏
に
は
宮
内
氏
の
指
摘
の
う
ち
西
園
寺
家
門
史
に
代
え
て
後
鳥
羽
院
以
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
一

の
王
朝
回
復
運
動
史
を
軸
に
す
る
後
醍
醐
帝
物
語
を
加
え
る
見
解
が
あ
る
。

　
い
ま
個
々
の
論
点
の
是
非
を
検
証
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
い
ず
れ
む
相
応
の
妥
当

性
を
も
ち
な
が
ら
、
『
増
鏡
』
の
歴
史
世
界
の
究
明
に
お
い
て
概
括
的
か
つ
表
層
的

に
す
ぎ
る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
流
転
の
実
相
に
『
増
鏡
』
世
界
の
本

質
を
見
る
立
場
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
こ
に
中
世
的
特
徴
が
確
認
で
き
る
に
と
ど
ま
っ

平
成
三
年
十
二
月
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『
増
鏡
』
と
両
統
間
題
（
福
田
）

て
掘
り
下
げ
た
追
究
は
な
さ
れ
な
い
。
『
六
代
勝
事
記
』
『
五
代
帝
王
物
語
』
『
保
暦

間
記
』
『
平
家
物
語
』
『
徒
然
草
』
な
ど
に
も
同
様
の
色
調
が
あ
る
こ
と
を
伊
藤
氏
自

　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

ら
が
認
め
る
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
『
増
鏡
』
固
有
の
性
格
を
閲
明
す
る
に
は
至

ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
増
鏡
』
の
歴
史
叙
述
の
対
象
に
選
ば
れ
た
時
代
が
、
類
書
の

い
ず
れ
と
も
一
致
し
な
い
独
自
の
期
間
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
独
自
の
時
代
認

識
や
無
常
観
や
流
転
思
想
が
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
朝
文
化
。
や
公
家

政
権
の
維
持
、
復
権
に
主
題
を
認
め
る
場
合
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
文
化
や
政

体
が
希
求
さ
れ
た
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
。
公
武
関
係
と
い
っ
て
も
「
公
」
の
中
に

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
混
在
す
る
の
が
『
増
鏡
』
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
点
で
主
題
や

本
質
の
把
握
に
不
充
足
な
面
が
残
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
不
充
足
を
解
消
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
べ
く
、
現
実
の
政
界
と
作
品

世
界
と
の
関
係
の
一
端
を
解
明
す
る
の
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
の
際
、
特
に
二

皇
統
の
並
立
現
象
に
注
目
し
て
み
た
い
、
大
覚
寺
統
と
持
明
院
統
の
間
を
政
権
が
目

ま
ぐ
る
し
く
往
還
し
、
や
が
て
二
帝
分
立
の
異
状
を
も
た
ら
し
た
天
皇
家
の
内
証
は

当
時
の
公
家
杜
会
最
大
の
関
心
事
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
変
動
の
渦
中
に
あ

っ
て
『
増
鏡
』
は
著
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
主
題
・
著
作
意
図
に
よ
る
高
次

元
の
統
一
性
に
拘
泥
せ
ず
、
歴
史
的
現
実
の
作
品
へ
の
広
汎
な
反
映
に
も
注
目
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
一

　
歴
史
物
語
に
は
必
ず
政
治
的
意
識
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
。
公
武
関
係
や
王
朝

回
復
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
宮
廷
生
活
に
視
点
を
定
め
る
場
合
も
政
治
情
勢
と
無
関

係
で
は
い
ら
れ
な
い
。
優
艶
な
諸
行
事
に
参
集
す
る
皇
族
や
貴
族
が
同
時
に
政
局
を

動
か
し
て
い
た
と
い
う
関
係
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
形
成
す
る
王
朝
的
美
的

世
界
に
そ
の
政
治
的
勢
力
分
布
が
そ
の
ま
ま
投
影
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も

両
統
を
め
ぐ
る
政
治
間
題
は
無
視
で
き
な
い
。

二

　
さ
て
、
『
増
鏡
』
に
お
け
る
両
統
の
対
立
関
係
へ
の
対
応
や
作
者
の
立
場
は
、
大

覚
寺
統
支
持
、
持
明
院
統
支
持
、
中
立
的
立
場
な
ど
多
岐
多
様
に
認
識
さ
れ
て
き
た

よ
う
で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
の
諸
説
を
瞥
見
し
て
お
く
。

　
ま
ず
、
『
増
鏡
』
の
叙
述
に
大
覚
寺
統
を
正
統
視
す
る
意
識
を
読
み
取
る
見
解
が

戦
前
を
中
心
に
多
出
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
内
容
・
筆
致
か
ら
自
明
で
あ
る
と
即
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
3
）

し
て
あ
え
て
根
拠
を
明
示
し
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
公
平
な
態
度
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
大
覚
寺
統
寄
り
の
心
情
が
消
極
的
に
読
み
取
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
論

者
の
主
観
に
左
右
さ
れ
る
面
が
否
定
で
き
な
い
た
め
検
討
の
対
象
に
は
適
さ
な
い

が
、
そ
れ
ら
の
原
点
と
も
集
大
成
と
も
見
な
さ
れ
る
尾
上
八
郎
氏
の
比
較
的
詳
細
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

見
解
を
引
用
し
て
み
る
。

　
　
作
者
は
、
持
明
院
流
に
同
情
の
少
な
い
人
で
あ
る
ら
し
い
、
そ
れ
は
持
明
院
流

　
　
の
御
上
を
も
、
疎
略
に
し
て
は
ゐ
な
い
、
極
め
て
公
平
の
態
度
を
持
し
て
ゐ
る

　
　
如
く
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
御
挙
兵
、
御
失
敗
御
恢
復
を
説
く

　
　
こ
と
甚
だ
詳
か
で
、
承
久
の
御
失
敗
を
十
分
に
と
り
か
へ
し
た
そ
の
御
成
功
に

　
　
及
ん
で
は
、
自
分
自
身
が
凱
旋
将
軍
で
あ
る
が
如
く
に
、
一
層
の
勢
を
以
て
、

　
　
描
写
の
筆
を
運
ん
で
ゐ
る
。
も
し
、
持
明
院
流
に
党
し
た
人
で
あ
る
な
ら
ば
、

　
　
今
少
し
く
進
ん
で
、
北
朝
の
天
皇
が
尊
氏
に
擁
立
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
を
書

　
　
い
て
、
そ
こ
を
獲
麟
と
す
る
で
あ
ら
う
。
も
し
後
は
知
ら
ず
、
た
∫
こ
の
年
に

　
　
書
き
終
つ
た
も
の
な
ら
ば
、
最
後
に
、
何
等
か
持
明
院
流
の
御
蟄
伏
に
、
同
情

　
　
す
る
語
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
一
中
略
）
前
記
の
理
由
で
、
大
覚
寺

　
　
流
に
心
を
寄
せ
た
何
人
か
の
著
作
で
あ
ら
う
と
は
云
ひ
得
る
と
思
ふ
。

　
こ
こ
で
は
、
持
明
院
統
に
比
し
て
大
覚
寺
統
に
関
す
る
記
事
が
詳
細
で
あ
る
点
と
、

sokyu

sokyu

sokyu



5
1
．

後
醍
醐
帝
の
大
願
成
就
を
も
っ
て
擢
筆
さ
れ
る
点
が
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
一

こ
の
二
点
は
幅
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
論
拠
と
し
て
薄
弱
な

面
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
記
述
の
精
疎
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
前
述

の
第
二
部
の
軽
視
に
ほ
か
な
ら
ず
、
後
嵯
峨
院
物
語
や
宮
廷
生
活
史
の
一
面
を
無
視

す
る
弊
害
を
招
い
て
し
ま
う
。
搦
筆
時
点
に
着
目
す
る
場
合
は
、
『
増
鏡
』
が
敏
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

を
欠
く
事
実
か
ら
導
か
れ
る
未
完
結
説
が
ま
ず
障
害
に
な
る
。
完
結
し
て
い
る
と
し

て
も
、
単
純
に
大
覚
寺
統
の
勝
利
を
調
歌
し
て
終
わ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
そ
れ

は
最
末
尾
の
四
条
隆
資
の
還
俗
を
詠
む
歌
「
す
み
ぞ
め
の
色
を
も
か
へ
つ
月
草
の
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
8
）

れ
ば
か
は
る
花
の
こ
ろ
も
に
」
（
四
八
七
頁
）
を
め
ぐ
る
解
釈
の
多
様
性
に
象
徴
さ

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
後
醍
醐
政
権
復
活
の
歓
喜
・
予
祝
の
ほ
か
に
、
「
移

れ
ば
か
は
る
」
の
句
意
か
ら
建
武
新
政
権
の
早
期
瓦
解
、
南
朝
の
天
子
の
吉
野
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
9
）

の
還
京
、
北
朝
政
権
の
崩
壊
な
ど
が
読
み
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

建
武
政
権
樹
立
の
瞬
間
に
視
座
を
定
め
て
、
未
来
を
ど
の
時
点
ま
で
見
通
す
か
に
よ

っ
て
寓
意
が
激
変
し
、
相
反
す
る
解
釈
が
容
易
に
成
立
し
得
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

移
ろ
い
や
す
い
人
心
、
人
の
世
の
流
転
の
よ
う
な
含
意
が
強
調
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

要
す
る
に
欄
筆
都
分
の
解
釈
は
作
品
全
体
の
構
造
の
中
に
置
い
て
初
め
て
可
能
に
な

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
都
分
を
根
拠
に
し
て
主
題
を
抽
出
し
て
も
大
方
の
賛
同
を
得

る
の
は
現
時
点
で
は
不
可
能
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
一
回
の
盛
儀
の
叙
述
か
ら
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
一

田
俊
春
氏
が
西
園
寺
家
へ
の
反
感
を
読
み
取
り
、
同
一
箇
所
に
宮
内
三
二
郎
氏
は
好

　
　
　
　
　
（
2
3
）

意
を
看
取
す
る
典
型
的
な
実
例
と
と
も
に
、
単
一
の
記
事
か
ら
『
増
鏡
』
の
全
体
像

を
掌
握
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
後
醍
醐
帝
の
帰
還
で
幕
を
閉
じ
る

こ
と
も
さ
ま
ざ
ま
に
位
置
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
と
こ
ろ
が
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
こ
の
解
釈
の
流
動
性
に
『
増
鏡
』
の
一
特
色
が
存
す
る
。
一

　
以
上
の
よ
う
に
、
筆
致
、
叙
述
の
精
疎
、
最
終
部
分
か
ら
は
『
増
鏡
』
全
体
に
大

『
増
鏡
』
と
両
統
間
題
一
福
田
）

覚
寺
統
を
支
持
す
る
意
図
や
傾
向
が
あ
る
と
は
明
言
で
き
そ
う
に
な
い
。
こ
の
見
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
4
）

が
宮
廷
生
活
史
の
要
素
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
否
定
さ
れ
る
趨
勢
に
あ
る
の
は
、
戦

前
の
時
代
思
潮
に
依
拠
す
る
と
し
て
排
除
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
立
論

の
不
十
分
さ
が
関
与
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
後
醍
醐
帝
に
同
情
的
で
あ

っ
た
り
、
大
覚
寺
統
関
係
の
こ
と
を
熱
意
を
込
め
て
描
写
す
る
箇
所
は
た
し
か
に
あ

る
。
主
題
や
著
作
意
図
に
は
結
び
付
か
な
く
て
も
、
都
分
的
に
大
覚
寺
統
が
厚
遇
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
覚
寺
統
方
に
立
つ
こ
と
は
幕
府
倒
滅
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
公
家

と
武
家
の
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
に
直
結
す
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
冒
頭
に
挙
げ
た

第
一
の
主
題
理
解
　
　
大
覚
寺
統
公
家
の
立
場
か
ら
公
武
間
の
抗
争
を
描
く
と
み
る

立
場
　
　
に
通
じ
て
く
る
。
中
心
的
話
題
に
は
な
り
得
な
く
て
も
、
『
増
鏡
』
に
公

武
関
係
を
注
視
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
は
、
主
に
否
定
さ
れ

た
の
は
大
覚
寺
統
方
に
立
つ
と
い
う
点
で
、
公
武
抗
争
の
点
に
限
定
す
る
と
、
依
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

と
し
て
容
認
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
『
増
鏡
』
全
体
の
把

捉
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
論
及
し
た
の
で
繰
り
返
さ
な

い
が
、
公
家
杜
会
内
に
視
野
を
限
定
す
る
の
が
『
増
鏡
』
の
特
色
で
あ
っ
て
、
公
家

と
武
家
の
関
係
そ
の
も
の
を
主
題
に
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
、
武
家
杜
会

は
公
家
杜
会
内
の
一
辺
境
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
本
稿
の
前
提
と
し
て
再

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
最
終
部
分
は
多
義
的
に
解
釈
さ
れ
得
る
た
め
に
作
品
の
主
題
や
基
底
の
究

明
に
は
貢
献
で
き
な
か
っ
た
が
、
冒
頭
部
を
も
視
野
に
入
れ
て
こ
れ
を
再
検
討
す
る

と
事
情
は
異
な
っ
て
く
る
。
『
増
鏡
』
は
疑
い
も
な
く
後
鳥
羽
院
に
始
ま
り
後
醍
醐

帝
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
未
完
結
の
立
場
に
従
っ
て
も
こ
の
点
は
動
か
な
い
よ
う
で

　
（
2
7
）

あ
る
。
し
か
も
両
帝
王
の
性
格
や
境
遇
に
共
通
性
が
顕
著
な
の
も
事
実
で
あ
る
。
と

sokyu
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『
増
鏡
』
と
両
統
問
題
一
福
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

も
に
和
歌
活
動
に
秀
で
る
偉
大
な
治
世
者
と
し
て
造
型
さ
れ
、
同
様
に
倒
幕
の
企
図

に
失
敗
し
て
隠
岐
で
流
講
の
生
活
を
送
る
と
い
う
境
遇
も
符
号
す
る
。
明
ら
か
に
承

久
の
後
鳥
羽
院
と
元
弘
の
後
醍
醐
帝
老
対
応
さ
せ
同
一
化
す
る
構
想
が
見
い
だ
せ
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
照
応
を
大
覚
寺
統
擁
護
の
意
図
に
直
結
さ
せ
て
あ
え
て
重
視
し
な

　
　
　
　
　
（
2
9
）

い
立
場
も
あ
る
一
だ
し
か
に
一
党
派
の
実
利
に
寄
与
す
る
よ
う
な
功
利
的
目
的
を
『
増

鏡
』
に
認
め
る
べ
き
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
著
作
の
原
動
力
を
見
な
い
ま
で
も
、

『
増
鏡
』
の
首
尾
が
呼
応
す
る
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
限
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

は
ひ
ろ
く
承
認
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
進
ん
で
、

後
醍
醐
帝
を
核
と
す
る
物
語
的
世
界
が
後
鳥
羽
院
物
語
を
包
括
し
て
構
想
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

る
と
い
う
見
方
も
あ
る
、
『
増
鏡
』
は
、
編
年
的
歴
史
叙
述
の
起
点
で
あ
る
後
鳥
羽

院
が
同
時
に
観
念
的
な
「
始
原
」
の
機
能
を
果
た
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
作
品
全
体

の
「
核
心
」
と
し
て
後
醍
醐
帝
が
最
後
尾
か
ら
作
品
世
界
を
統
制
す
る
と
い
プ
構
造

を
有
し
、
形
式
的
な
首
尾
と
実
質
的
な
首
尾
と
が
合
致
す
る
希
有
な
通
史
的
歴
史
文

　
　
　
　
　
一
3
2
）

学
な
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
皇
位
継
承
史
の
構
想
が
機
軸
に
な
っ
て
『
増
鏡
』
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

界
は
展
開
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
核
心
」
と
し
て
機
能
し
、
後
鳥
羽
院

か
ら
連
綿
と
続
く
皇
位
継
承
史
の
構
想
の
終
着
点
に
位
置
す
る
後
醍
醐
帝
の
立
場

は
、
そ
の
ま
ま
大
覚
寺
統
の
浮
沈
を
意
味
し
、
両
統
問
題
に
深
く
か
か
わ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
は
、
大
覚
寺
統
勢
力
が
部
分
的
に
は
支
持
さ
れ
る
点
と
と
も
に
着
目

し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
、
両
統
対
立
の
時
勢
を
持
明
院
統
方
に
立
っ
て
眺
め
る
立
場
に
触
れ
て
お
ぐ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
一

こ
れ
に
つ
い
て
は
近
藤
瓶
域
氏
の
簡
単
な
言
及
が
代
表
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
「
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

治
以
前
に
お
い
て
は
大
体
北
朝
方
の
人
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
と
言
わ
れ
る
が
、
論

拠
を
確
認
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
大
覚
寺
統
の
場
合
と
同
様
に
主
観
的
な
読
解
の

可
能
性
が
高
い
が
、
こ
こ
で
は
論
断
を
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
た
だ
し
、
石
田
吉
貞
氏
は
、
南
朝
方
の
貴
族
の
酷
烈
な
環
境
と
資
料
の
不
足
が
優

麗
典
雅
な
『
増
鏡
』
の
執
筆
に
適
さ
な
い
こ
と
、
足
利
氏
に
対
す
る
筆
諌
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
6
）

て
い
な
い
こ
と
か
ら
北
朝
方
の
貴
族
を
作
者
の
条
件
に
挙
げ
る
。
間
接
的
な
が
ら
持

明
院
統
側
か
ら
の
叙
述
態
度
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
7
）

方
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
増
鏡
』
本
文
の
叙
述
内
容
か
ら
帰
納

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
の
で
、
こ
こ
で
の
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
お
く
。

　
『
増
鏡
』
持
明
院
統
立
脚
説
の
真
の
可
能
性
は
伊
藤
敬
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
一
3
8
）

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
後
深
草
院
に
は
好
、
意
的
・
同
情
的
な
言
質
が
あ
る

の
に
亀
山
院
は
否
定
的
に
描
か
れ
る
と
い
う
論
調
は
持
明
院
統
方
に
立
っ
て
の
叙
述

態
度
の
指
摘
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
覚
寺
統
に
は
暗
部
や
凶
兆
が
描
か
れ
る

の
に
持
明
院
統
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
う
青
木
祐
治
氏
の
指
摘
も
同
様
の
発
想
で
あ

　
一
3
9
）

ろ
う
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
部
分
的
に
認
め
1
ら
れ
る
範
囲
に
と
ど
ま
る
。
大

覚
寺
統
の
場
合
と
同
様
に
、
持
明
院
統
方
に
立
っ
て
の
記
述
部
分
が
た
し
か
に
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
二
条
良
基
な
ど
の
具
体
的
な
人
物
を
作
者
に
推
定
す
る
説
に
連
動
し
て
、

作
者
の
現
実
の
立
場
を
大
覚
寺
統
側
か
ら
持
明
院
統
側
へ
移
行
し
た
も
の
と
予
想
さ

　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
転
向
の
様
相
が
本
文
に
明
確
に
投
影
し
て
い
る
と
は
思
わ

れ
な
い
の
で
特
に
問
題
と
し
な
い
が
、
双
方
の
立
場
の
共
存
を
前
提
と
す
る
見
解
で

あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
結
局
、
『
増
鏡
』
に
は
大
覚
寺
統
側
か
ら
の
叙
述
も
持
明
院
統
側
に
立
っ
て
の
叙

述
も
と
も
に
部
分
的
に
は
認
め
ら
れ
、
一
作
品
内
に
相
反
す
る
立
場
が
併
存
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
明
確
に
作
品
全
体
を
も
っ
て
特
定
の
政
治
勢
力
に
同
調
す
る
こ

と
は
な
く
、
隠
微
に
両
統
を
肯
定
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
が
中
立
的
立
場
、

公
平
な
叙
述
態
度
が
指
摘
さ
れ
る
根
拠
に
な
る
。
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三

　
『
増
鏡
』
に
両
統
問
題
が
公
平
無
私
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
早
く
明
治

末
に
は
発
表
さ
れ
て
い
た
。

　
　
承
久
乱
の
伏
起
、
両
統
迭
立
の
次
第
、
元
弘
の
乱
因
の
如
き
、
頗
る
巧
妙
な
る

　
　
筆
を
以
て
記
さ
れ
た
る
、
本
書
の
編
纂
の
主
眼
は
、
此
皇
憲
失
墜
と
、
建
武
回

　
　
復
の
二
事
に
あ
る
や
を
想
は
し
む
る
な
り
、
然
れ
ど
も
本
書
は
神
皇
正
統
記
の

　
　
如
く
、
神
器
の
有
る
所
を
明
に
し
、
皇
統
の
万
世
一
系
を
述
べ
た
る
が
如
き
類

　
　
と
は
異
に
し
て
、
持
明
院
派
に
偏
せ
ず
、
大
覚
寺
派
に
党
せ
ず
、
極
め
て
公
平

　
　
無
私
の
所
謂
写
実
的
筆
法
を
用
ひ
た
る
点
に
於
て
は
、
特
に
成
功
せ
る
も
の
と

　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
云
ふ
可
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
一

　
同
様
の
見
方
は
多
い
。
こ
れ
は
冒
頭
に
挙
げ
た
主
題
把
捉
の
第
二
の
立
場
　
　
宮

廷
生
活
史
の
面
を
重
視
す
る
立
場
　
　
に
通
じ
る
。
「
大
体
に
於
て
宮
中
の
や
は
ら

か
な
生
活
を
写
す
の
を
主
と
し
、
中
に
は
特
に
情
話
を
う
つ
し
、
平
安
時
代
の
軟
か

　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

な
気
分
を
う
つ
す
」
と
い
う
印
象
の
具
体
性
を
帯
び
た
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。
『
神
皇

正
統
記
』
と
の
懸
隔
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
『
増
鏡
』
の
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

σ
も
共
通
し
た
傾
向
で
あ
る
。

　
そ
の
根
底
に
は
次
に
引
用
す
る
手
島
靖
生
氏
の
よ
う
な
見
地
が
伏
流
す
る
よ
う
に

　
　
　
（
4
5
）

思
わ
れ
る
。

　
　
思
う
に
、
著
述
の
目
的
や
作
者
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
議
論
が
あ
り
、
中
に
は
全

　
　
く
正
反
対
の
見
方
さ
え
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
実
は
増
鏡
の
本
質
が
暗
示
さ

　
　
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
作
者
の
人
物
も
想
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
バ
中
略
）

　
　
ま
た
記
事
の
拾
い
方
し
だ
い
で
大
覚
寺
統
方
と
も
持
明
院
統
最
員
と
も
み
な
さ

　
　
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
斑
の
み
に
よ
っ
て
全
体
を
推
し
た

『
増
鏡
』
と
両
統
問
題
（
福
田
）

　
　
と
か
、
先
入
観
を
も
っ
て
物
を
み
た
と
か
い
う
そ
し
り
は
免
れ
が
た
い
で
あ
ろ

　
　
う
。
（
中
略
）
大
覚
寺
・
持
明
院
両
統
が
終
始
仇
敵
の
問
柄
で
あ
っ
た
と
決
め

　
　
た
上
で
立
論
す
る
の
は
、
そ
の
論
の
前
提
に
疑
義
が
あ
り
、
ま
た
、
当
時
の
貴

　
　
族
は
す
べ
て
両
皇
統
の
い
ず
れ
か
に
荷
担
従
属
し
て
い
た
は
ず
の
も
の
で
、
そ

　
　
う
で
な
い
も
の
は
す
べ
て
二
股
的
存
在
で
あ
っ
た
と
決
め
て
か
か
る
の
も
、
史

　
　
観
が
浅
す
ぎ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
作
者
は
両
統
共
皇
室
で
あ
る

　
　
と
い
う
点
に
お
い
て
全
く
同
等
に
深
い
敬
愛
と
同
清
を
さ
さ
げ
て
い
る
の
で
あ

　
　
っ
て
、
そ
の
問
に
区
別
は
な
い
。
（
下
略
）

　
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に
し
て
『
増
鏡
』
に
両
統
間
題
に
対
す
る
公
平
さ
が
認
め
ら
れ
、

定
説
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
作
者
が
当
時
の
政
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
党

派
に
属
し
、
ど
の
よ
う
な
政
治
思
想
や
世
界
観
を
も
っ
て
い
た
か
は
『
増
鏡
』
に
は

直
接
反
映
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
神
皇
正
統
記
』
と
の
差
異
が
し

ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
増
鏡
』
に
は
作
者
の
現
実
的
功
利
的
な
意
図
は
表

出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
面
で
は
架
空
の
語
り
手
が
設
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
関
与
す
る
と
思
わ
れ
る
。
語
り
手
の
老
尼
と
作
老
と
は
基
本
的
に
別
の

人
格
な
の
で
あ
っ
て
、
老
尼
の
意
識
は
作
者
の
そ
れ
と
峻
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
作
者
が
確
固
と
し
た
信
念
を
も
つ
主
導
的
な
政
治
家
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

『
増
鏡
』
世
界
に
は
直
接
投
影
し
な
い
の
で
あ
る
、
両
界
の
対
等
併
存
の
世
界
観
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

認
め
な
が
ら
も
後
醍
醐
帝
寄
り
の
立
場
を
強
調
し
た
り
、
大
覚
寺
統
方
か
ら
持
明
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

統
方
へ
の
転
身
を
想
定
し
て
、
作
者
の
現
実
と
作
品
と
を
密
着
さ
せ
る
の
は
、
こ
の

意
味
で
首
肯
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
主
義
主
張
・
理
想
・
情
熱
な
ど
が
欠
如
す
る
と
見
な
し

　
（
4
8
）
　
　
　
　
（
4
9
）
　
　
　
　
（
5
0
）

た
り
、
「
無
節
操
」
「
無
気
力
」
と
短
絡
す
る
の
は
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
う
。
前
述
の

よ
う
に
局
部
的
に
各
皇
統
の
側
か
ら
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
し
、
錯
綜
す
る
皇
位
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継
承
の
過
程
に
伴
っ
て
宮
廷
貴
族
層
の
境
遇
が
劇
的
に
変
転
す
る
さ
ま
が
活
写
さ
れ

　
　
　
　
（
5
1
）

る
の
で
あ
る
。
最
大
の
政
治
問
題
と
も
言
え
る
皇
統
分
裂
の
事
態
が
等
閑
視
さ
れ
て

い
る
わ
げ
で
は
決
し
て
な
い
。
公
平
無
私
の
面
が
確
認
さ
れ
る
中
に
、
両
統
に
好
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
2
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
3
一

的
な
視
点
が
顕
著
に
見
い
だ
さ
れ
、
反
武
家
感
情
が
指
摘
さ
れ
る
の
も
、
無
関
心
で

は
な
い
こ
と
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
皇
統
分
裂
の
窮
状
に
相
応
の
関
心
が
抱
か
れ
な
が
ら
、
双
方
の
立
場

の
間
に
視
座
を
循
環
さ
せ
る
『
増
鏡
』
に
お
い
て
、
当
面
す
る
両
統
問
題
　
　
著
作

に
あ
た
っ
て
眼
前
に
展
開
し
て
い
た
宮
廷
杜
会
の
大
問
題
　
　
は
ど
の
よ
う
に
定
位

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
如
上
の
研
究
動
向
を
踏
ま
え
て
、
以
下
に
私
見
を
提

示
し
て
み
た
い
。

　
洞
院
右
大
臣
実
雄
女
倍
子
が
立
后
を
遂
げ
て
安
定
し
た
地
位
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た

亀
山
帝
の
後
宮
に
、
新
た
に
権
力
者
西
園
寺
実
氏
の
孫
女
嬉
子
が
入
内
し
、
情
勢
は

不
穏
な
も
の
に
転
じ
た
。

　
　
い
づ
れ
も
離
れ
ぬ
御
中
に
、
い
ど
み
き
し
ろ
ひ
給
ふ
ほ
ど
、
い
と
聞
き
に
く
き

　
　
事
も
あ
る
べ
し
、
宮
仕
ひ
の
な
ら
ひ
、
か
∫
る
こ
そ
昔
人
は
お
も
し
ろ
く
は
え

　
　
あ
る
事
に
し
給
け
れ
ど
、
今
の
世
の
人
の
御
心
ど
も
も
、
あ
ま
り
す
く
よ
か
に

　
　
て
、
み
や
び
を
か
は
す
事
の
お
は
せ
ぬ
な
る
べ
し
。
こ
れ
一
嬉
子
）
も
后
に
立

　
　
ち
給
へ
ば
、
も
と
の
中
宮
（
倍
子
）
は
あ
が
り
て
、
皇
后
宮
と
ぞ
き
こ
え
給
。

　
　
・
（
三
一
二
一
頁
）

　
実
雄
は
実
氏
の
実
弟
で
あ
る
。
同
族
間
で
後
宮
の
覇
権
を
争
う
様
が
注
目
さ
れ
て

い
る
、
一
帝
の
妻
后
に
中
宮
（
嬉
子
）
と
皇
后
（
倍
子
）
が
並
び
立
つ
先
例
は
、
一

条
朝
の
皇
后
定
子
と
中
宮
彰
子
に
始
ま
り
、
三
条
朝
の
皇
后
城
子
と
中
宮
研
子
、
後

朱
雀
朝
の
皇
后
禎
子
内
親
王
と
中
宮
源
子
な
ど
が
続
い
て
、
平
安
朝
の
宮
廷
を
彩
っ

て
い
た
。
同
じ
く
二
后
並
立
状
況
に
あ
っ
て
、
「
今
の
世
」
一
『
増
鏡
』
時
代
）
の
「
す

く
よ
か
」
で
「
聞
き
に
く
き
」
有
様
は
、
「
昔
人
」
の
「
お
も
し
ろ
く
は
え
あ
る
」
「
み

や
び
を
か
は
す
」
有
様
と
好
対
照
を
な
す
。
「
み
や
び
」
は
平
安
時
代
の
さ
ま
ざ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
4
）

な
美
的
表
現
を
包
括
す
る
「
貴
族
的
美
の
完
成
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
場
合
の
西
園
寺
・
洞
院
の
無
骨
な
競
合
と
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
朝
的

「
み
や
び
」
な
競
合
を
問
接
的
に
称
揚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
増
鏡
』
の
理

想
が
垣
問
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
理
想
は
林
屋
辰
三
郎
氏
の
言
わ
れ
る
「
競
合
の
文
化
」
に
お
そ
ら
く
一
致
す

る
。
律
令
時
代
に
は
左
右
相
称
の
均
整
美
が
理
想
と
さ
れ
、
王
朝
時
代
に
は
そ
れ
が

さ
ら
に
相
対
す
る
も
の
同
士
の
競
合
の
形
が
希
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
風
潮
を
摘
出

さ
れ
る
林
屋
氏
は
、
藤
原
道
長
を
頂
点
と
す
る
摂
関
時
代
を
「
世
を
あ
げ
て
競
合
の

う
ご
き
を
示
し
た
」
時
代
と
見
な
し
、
皇
后
定
子
と
中
宮
彰
子
の
妻
后
並
立
や
王
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
5
）

女
流
文
学
の
盛
況
も
競
合
の
所
産
で
あ
る
と
道
破
す
る
、
『
増
鏡
』
で
称
揚
さ
れ
た

「
み
や
び
」
な
競
合
は
ま
さ
に
王
朝
的
「
競
合
の
文
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

『
増
鏡
』
で
は
競
合
に
よ
る
発
展
が
鮮
明
に
希
求
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
大
過
な
い

で
あ
ろ
う
。
特
に
『
枕
草
子
』
『
源
氏
物
語
』
な
ど
が
林
立
し
た
定
子
・
彰
子
ら
の

後
宮
の
競
合
が
「
み
や
び
」
の
規
範
と
さ
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
の
倍

子
・
嬉
子
の
並
立
は
従
姉
妹
に
あ
た
る
定
子
・
彰
子
の
場
合
に
近
い
。

　
同
様
の
徴
証
は
皇
位
継
承
に
関
し
て
少
な
か
ら
ず
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
　
こ
れ
ぞ
あ
る
べ
き
こ
と
と
、
あ
い
な
う
世
人
も
思
ひ
い
ふ
べ
し
。
御
門
（
後
宇

　
　
多
）
よ
り
は
、
い
ま
二
ぱ
か
り
の
御
兄
な
り
。
ま
う
け
の
君
、
御
年
ま
さ
れ
る

　
　
た
め
し
、
遠
き
昔
は
さ
て
を
き
ぬ
、
近
比
は
三
条
院
・
小
一
条
院
・
高
倉
院
な

　
　
ど
や
お
は
し
ま
し
け
ん
。
高
倉
の
御
末
こ
そ
、
今
も
か
く
栄
へ
さ
せ
を
は
し
ま

sokyu

sokyu
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せ
ば
、
か
し
こ
き
た
め
し
な
め
り
。
い
に
し
へ
の
天
智
天
皇
と
天
武
天
皇
と
は
、

　
　
お
な
じ
御
腹
の
御
は
ら
か
ら
な
り
。
そ
の
御
末
、
し
ば
し
は
、
う
ち
か
は
り
く

　
　
世
を
し
ろ
し
め
し
上
た
め
し
な
ど
を
も
、
思
ひ
や
出
け
む
。
御
二
流
れ
に
て
、

　
　
位
に
も
お
は
し
ま
さ
な
む
と
思
ひ
申
け
り
。
一
三
四
九
二
二
五
〇
頁
）

　
「
こ
れ
ぞ
あ
る
べ
き
こ
と
」
と
は
煕
仁
親
王
一
伏
見
院
）
が
立
坊
し
て
将
来
の
後

深
草
院
に
よ
る
政
権
掌
握
が
約
束
さ
れ
た
こ
と
を
肯
定
す
る
世
評
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
立
坊
決
定
は
亀
山
院
の
系
統
（
大
覚
寺
統
）
に
固
定
し
か
け
て
い
た
皇
統
が
再

び
後
深
草
院
の
系
統
（
持
明
院
統
）
に
奪
回
さ
れ
て
、
以
後
の
両
統
交
立
の
端
緒
と

な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
の
皇
位
は
両
統
の
間
を
め
ま
ぐ
る
し
く
移
動
す
る
。

「
あ
る
べ
き
こ
と
」
と
は
こ
の
事
態
を
容
認
す
る
言
辞
と
も
理
解
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
持
明
院
統
を
正
統
視
す
る
意
図
が
見
い
だ
さ
れ
る
可
能
性

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伊
藤
敬
氏
は
「
後
深
草
院
の
子
孫
も
皇
位
継
承
者
た
り
う
る

の
だ
と
い
う
新
た
な
権
利
・
秩
序
が
、
武
士
の
力
を
借
り
た
と
は
い
え
、
正
当
に
樹

立
し
た
こ
と
」
を
読
み
取
り
、
そ
の
上
で
東
宮
一
伏
見
院
）
が
帝
一
後
宇
多
院
）
よ

り
年
長
な
点
か
ら
高
倉
院
の
末
流
が
「
今
」
も
栄
え
る
の
を
「
か
し
こ
き
た
め
し
」

と
す
る
の
を
「
伏
見
院
（
持
明
院
統
）
の
遠
い
将
来
を
見
据
え
て
の
言
」
と
解
釈
す

る
。
さ
ら
に
天
智
帝
・
天
武
帝
二
流
交
立
の
例
示
を
「
結
局
は
今
に
伝
わ
る
の
は
、

　
　
　
『
増
鏡
』
関
係
天
皇
系
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
伏
見
⊥
⑮
光
　
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
　
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
多
島
鮭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
邦
良
）
－
（
康
仁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）
O
内
数
字
は
践
酢
の
順
序
を
表
わ
す
。
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兄
で
あ
る
天
智
帝
の
血
脈
で
あ
る
こ
と
へ
の
無
言
の
言
及
で
は
な
い
か
」
と
推
定
さ

　
一
5
6
一

れ
る
。
持
明
院
統
に
も
皇
位
継
承
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
こ
と
の
言
明
と
見
る
把
握

に
異
論
は
な
い
が
、
先
例
を
根
拠
に
持
明
院
統
支
持
の
意
図
を
み
る
の
は
賛
同
で
き

な
い
。
不
吉
な
年
長
東
宮
の
前
例
で
あ
る
三
条
院
・
小
一
条
院
の
悲
運
を
遮
蔽
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

高
倉
院
の
吉
例
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
も
あ
り
、
持
明
院
統
に
荷
担
す
る
一
面
は
た

し
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
大
覚
寺
統
を
否
定
す
る
に
は
至
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
天
智
・
天
武
兄
弟
の
例
は
「
う
ち
か
は
り
く
世
を
し
ろ
し
め

し
∫
た
め
し
」
「
御
二
流
れ
に
て
、
位
に
も
お
は
し
ま
さ
な
む
」
と
明
確
に
定
位
さ

れ
る
の
に
あ
え
て
「
無
言
の
言
及
」
を
読
み
取
る
必
然
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
、
弟
の
系
統
か
ら
兄
の
系
統
に
皇
位
が
移
動
し
た
事
実
を
、
両
系
が
交
互
に
即
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
一

し
た
か
の
よ
う
に
操
作
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
わ
ざ
わ
さ
父
時
頼
の
善
政
に
筆

を
及
ぼ
し
て
ま
で
時
宗
が
賛
美
さ
れ
る
の
は
二
流
交
立
を
「
思
ひ
申
」
し
た
判
断
を

ま
ず
肯
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
大
覚
寺
統
の
み
を
支
持

し
て
の
叙
述
で
も
な
い
。
や
は
り
こ
の
部
分
は
両
統
交
立
を
椀
曲
に
支
持
す
る
と
し

か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
、
皇
位
継
承
者
の
人
選
の
た
び
に
起
こ
る
両

統
の
熾
烈
な
抗
争
を
知
っ
た
上
で
、
そ
の
根
源
と
な
る
伏
見
院
立
坊
を
肯
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
見
異
常
な
評
言
は
、
競
合
に
よ
る
公
家
杜
会
一
文
化
）
の
活

性
化
が
志
向
さ
れ
る
故
の
こ
と
と
見
な
し
て
初
め
て
納
得
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

後
鳥
羽
院
は
鍾
愛
す
る
順
徳
院
に
皇
位
を
継
承
さ
せ
る
た
め
、
十
六
歳
の
若
さ
で

「
い
ま
だ
逢
か
な
る
べ
き
」
長
子
土
御
門
院
に
譲
位
を
強
い
た
一
二
五
七
頁
）
。
こ

こ
で
鳥
羽
法
皇
が
強
引
に
近
衛
帝
を
立
て
て
崇
徳
院
に
代
え
た
過
去
の
類
例
が
対
比

さ
れ
て
い
る
。
崇
徳
院
が
父
院
の
決
定
に
激
し
く
低
抗
し
、
そ
の
憤
懲
の
果
て
に
保

元
の
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
土
御
門
院
の
場
合
は
、

sokyu
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『
増
鏡
』
と
両
統
間
題
（
福
田
）

　
　
こ
の
御
門
（
土
門
院
）
は
、
い
と
あ
て
に
お
ほ
ど
か
な
る
御
本
性
に
て
、
思
し

　
　
む
す
ぼ
ほ
れ
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
気
色
に
も
漏
し
給
は
ず
。
（
二
五
八
頁
）

と
穏
便
に
す
べ
て
を
終
息
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
温
順
さ
と
孝
心
が
伏
線
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

後
に
孫
の
後
嵯
峨
院
の
践
詐
に
結
実
す
る
と
い
う
構
想
が
瞥
見
で
き
る
。
し
か
し
、

『
増
鏡
』
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
世
に
も
い
と
あ
え
な
き
事
に
思
ひ
申
け
り
」
（
二
五

八
頁
）
と
い
う
世
評
を
伝
え
る
。
賞
賛
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
に
「
あ
へ
な
し
」

と
否
定
的
に
総
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
情
不
安
や
戦
乱
を
未
然
に
防
い
だ
こ
と
は

評
価
で
き
て
も
、
土
御
門
院
の
消
極
的
な
性
情
が
競
合
に
よ
る
発
展
を
妨
げ
る
も
の

と
し
て
論
難
さ
れ
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
は
「
み
や
び
」
な
競
合
が
潜
在
的

に
奨
励
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
後
嵯
峨
院
の
死
去
に
あ
た
っ
て
、
比
類
な
い
栄
光
の
生
涯
が
賛
美
さ
れ
る
。

　
　
柑
年
が
程
、
世
を
し
た
∫
め
さ
せ
給
へ
る
に
、
少
し
の
誤
り
な
く
、
思
す
ま
∫

　
　
に
て
、
新
院
（
後
深
草
）
・
御
門
（
亀
山
）
・
春
宮
（
後
宇
多
）
、
動
き
な
く
、

　
　
又
外
ざ
ま
に
分
か
る
べ
き
事
も
な
け
れ
ば
、
思
し
を
く
べ
き
一
ふ
し
も
な
し
。

　
　
な
き
御
跡
ま
で
、
人
の
な
び
き
仕
う
ま
つ
れ
る
さ
ま
、
来
し
か
た
も
た
め
し
な

　
　
き
ほ
ど
な
り
。
（
三
四
〇
頁
）

　
賛
嘆
さ
れ
る
大
き
な
要
因
に
、
皇
位
は
後
嵯
峨
院
の
子
孫
に
固
定
さ
れ
た
安
定
性

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
も
な
く
子
孫
同
士
に
よ
る
苛
烈
な
皇
位
の
争

奪
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
目
常
化
し
、
政
局
は
混
迷
す
る
。
二
皇
子
が
相
次
い
で
即
位
す

れ
ば
そ
の
家
流
か
ら
の
皇
位
継
承
の
選
択
肢
が
倍
増
し
、
他
流
を
皇
位
か
ら
遠
ざ
け

る
こ
と
に
な
り
、
た
し
か
に
子
孫
の
皇
位
独
占
が
有
望
に
な
る
。
し
か
し
、
同
時
に
正

統
を
め
ぐ
る
骨
肉
の
争
い
が
起
る
可
能
性
が
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
皇
統
の
統
一
は

安
定
を
意
味
せ
ず
、
近
い
血
縁
者
の
競
合
を
生
起
さ
せ
て
し
ま
う
。
後
嵯
峨
院
の
安

定
政
権
は
「
離
れ
ぬ
御
中
」
で
の
競
合
の
舞
台
を
醸
成
す
る
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
競
合
の
さ
ま
は
『
増
鏡
』
の
宮
廷
生
活
史
を
特
徴
付
け
る
。
た
と
え
ば
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

深
草
院
に
諸
卿
が
参
集
す
る
勢
威
が
先
例
を
超
越
す
る
形
で
賛
美
さ
れ
て
い
る
（
三

六
三
頁
）
。
政
権
と
は
無
縁
な
こ
の
時
の
後
深
草
院
に
政
治
的
影
響
力
が
保
有
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
両
皇
統
が
等
し
く
権
勢
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す

る
た
め
の
記
事
と
見
な
せ
る
。
そ
れ
を
受
け
る
よ
う
に
後
深
草
・
亀
山
両
院
が
諸
行

事
に
対
等
に
同
席
す
る
両
統
協
調
の
平
和
が
描
か
れ
る
が
、
同
時
に
対
抗
意
識
が
維

持
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
決
し
て
看
過
さ
れ
な
い
。

　
　
か
や
う
に
御
中
い
と
よ
く
て
、
は
か
な
き
御
遊
び
わ
ざ
な
ど
も
、
い
ど
ま
し
き

　
　
様
に
き
こ
え
か
は
し
給
を
、
め
や
す
き
事
に
、
な
べ
て
世
の
人
も
思
申
け
り
。

　
　
（
三
六
四
頁
）

と
、
明
ら
か
に
競
合
が
是
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
世
評
に
よ
る
批
判
で
あ
り
、
作

者
や
作
品
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
『
増
鏡
』
の
世
評

は
後
堀
河
帝
や
四
条
帝
の
急
死
を
的
確
に
予
言
す
る
な
ど
構
想
の
中
枢
に
か
か
わ
る

　
　
　
　
（
6
1
）

傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
競
合
に
価
値
を
見
い
だ
す
の
は
『
増
鏡
』
の
思
想
に

基
づ
く
と
判
断
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
康
仁
王
の
立
坊
は
、
「
亀
山
院
の
御
流
れ
の
絶
ゆ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
」
と

い
う
理
由
か
ら
、
持
明
院
統
の
み
に
「
わ
く
方
な
く
」
皇
位
が
定
着
す
る
の
を
阻
止

す
る
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
（
四
五
五
頁
）
。
康
仁
は
故
邦
良
東
宮
の

遺
児
、
後
醍
醐
帝
の
兄
後
二
条
帝
の
孫
王
で
あ
る
。
後
醍
醐
帝
と
そ
の
皇
子
が
す
べ

て
流
刑
の
身
で
あ
っ
た
の
で
、
大
覚
寺
統
を
皇
統
と
し
て
維
持
す
る
唯
一
の
道
と
し

て
後
二
条
系
に
皇
位
が
託
さ
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
両
統
迭
立
を
望
ん
だ

の
は
「
世
の
人
」
で
あ
っ
た
。
両
統
共
通
の
始
祖
後
嵯
峨
院
に
つ
い
て
は
、
皇
統
の

合
一
（
子
孫
に
よ
る
皇
位
独
占
）
が
賛
美
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
両
統
分
立
が
確
定

し
て
い
る
段
階
の
康
仁
立
坊
に
関
し
て
は
分
立
が
世
評
に
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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後
嵯
峨
院
の
子
衣
間
に
皇
統
が
定
着
す
る
こ
と
は
後
深
草
院
流
（
持
明
院
統
）
と
亀

山
院
流
（
大
覚
寺
統
）
の
二
皇
統
を
生
み
出
す
こ
と
と
同
義
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に

は
伏
見
院
の
立
坊
に
よ
っ
て
持
明
院
統
に
も
皇
位
が
も
た
ら
さ
れ
る
事
実
が
強
調
さ

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
元
弘
の
乱
と
い
う
特
殊
な
状
況
に
あ
っ
て
も
両
統
の

併
存
が
優
先
さ
れ
て
康
仁
王
が
東
宮
の
座
に
就
い
た
事
実
も
同
様
に
捉
え
ら
れ
る
。

『
増
鏡
』
で
は
こ
の
よ
う
な
両
統
併
存
を
堅
持
す
る
方
向
性
が
「
世
の
中
」
の
意
志

と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
統
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
先
例
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

克
服
と
超
越
に
よ
っ
て
並
立
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
例
証
で
き
る
。

　
両
統
併
存
と
は
二
つ
の
家
系
を
対
等
に
共
存
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
別
稿
で
指

摘
し
た
『
増
鏡
』
の
基
調
、
す
な
わ
ち
対
照
的
な
二
家
系
を
併
存
さ
せ
、
そ
の
明
暗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

を
循
環
的
に
交
替
さ
せ
る
基
調
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
個
々
の
人
物
の
対

照
で
は
な
く
家
系
と
家
系
が
対
照
さ
れ
る
基
調
は
、
一
回
の
皇
位
継
承
だ
け
で
は
意

味
を
な
さ
な
い
両
統
問
の
長
期
的
な
相
剋
間
題
に
適
合
す
る
。
伏
在
す
る
基
調
が
最

も
典
型
的
に
具
現
す
る
の
が
両
統
問
題
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
『
増
鏡
』
に
お
け
る

両
統
問
題
は
、
競
合
の
中
に
二
家
系
が
共
存
共
栄
す
る
方
向
に
向
か
う
べ
き
も
の
と

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
『
増
鏡
』
の
立
場
は
公
平
だ
っ
た
。

1註

　
石
井
順
子
「
増
鏡
の
性
格
」
（
『
国
文
』
第
七
号
、
昭
和
三
二
年
七
月
）
、
金
子
大
麓

「
増
鏡
を
研
究
す
る
人
の
た
め
に
」
（
『
国
文
学
』
第
二
巻
第
一
二
号
、
昭
和
三
二
年
一

二
月
）
、
木
藤
才
蔵
「
歴
史
物
語
」
（
東
京
大
学
中
世
文
学
研
究
会
編
『
中
世
文
学
研
究

入
門
』
昭
和
四
〇
年
、
至
文
堂
刊
）
、
田
尻
幹
子
「
典
拠
か
ら
見
た
増
鏡
の
性
格
」
（
『
名

古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
第
二
〇
号
、
昭
和
四
二
年
六
月
）
な
ど
に
ほ
ぽ
共
通
す
る
把

握
が
な
さ
れ
る
、
松
村
博
司
著
『
歴
史
物
語
』
（
昭
和
三
六
年
、
塙
書
房
刊
）
、
西
沢
正

『
増
鏡
』
と
両
統
問
題
（
福
田
）

（
2
）4365

（
7
）

（
8
）

二
「
著
作
意
図
を
め
く
っ
て
」
（
同
著
『
『
増
鏡
』
研
究
序
説
』
昭
和
五
七
年
、
桜
楓
杜

刊
）
の
ま
と
め
も
基
本
的
に
類
同
す
る
。

　
木
藤
才
蔵
「
解
説
」
（
『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』
目
本
古
典
文
学
大
系
8
7
、
昭
和
四
〇

年
、
岩
波
書
店
刊
）
、
田
尻
幹
子
前
掲
論
文
（
1
）
、
宮
内
三
二
郎
「
兼
好
法
師
と
増
鏡

　
　
増
鏡
の
作
者
は
兼
好
で
は
あ
る
ま
い
か
　
　
」
（
私
家
版
、
昭
和
四
六
年
九
月
。

同
著
『
と
は
ず
が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
〈
昭
和
五
二
年
、
明
治
書
院
刊
V
に

再
録
）
、
金
子
大
麓
「
増
鏡
に
お
け
る
王
朝
的
な
る
も
の
　
　
そ
の
昂
揚
と
頽
廃
　
　
」

（
『
岡
一
男
博
士
碩
寿
記
念
論
集
平
安
朝
文
学
研
究
－
作
家
と
作
品
1
』
昭
和
四
六
年
、

有
精
堂
刊
）
、
加
納
重
文
「
『
増
鏡
』
の
思
想
」
（
『
古
代
文
化
』
第
二
八
巻
第
六
・
七
号
、

昭
和
五
一
年
六
・
七
月
）
、
西
沢
正
二
「
構
成
と
内
容
」
（
同
著
前
掲
書
〈
1
〉
）
な
ど

に
三
部
構
成
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
木
藤
才
蔵
前
掲
解
説
（
2
）
な
ど
参
照
。

　
鈴
木
孝
枝
「
増
鏡
の
文
芸
性
」
（
『
東
京
女
子
大
学
目
本
文
学
』
第
三
一
号
、
昭
和
四

三
年
一
〇
月
）
。

　
（
4
）
に
同
じ
。

　
伊
藤
敬
「
増
鏡
の
思
想
」
（
『
中
世
文
学
』
第
二
九
号
、
昭
和
五
九
年
五
月
）
、
同
「
増

鏡
の
思
想
（
続
）
」
（
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
第
三
三
号
、
昭
和
五
九
年
六
月
）
、

同
「
増
鏡
の
思
想
（
完
）
」
（
同
誌
第
三
四
号
、
昭
和
五
九
年
一
二
月
）
な
ど
。
な
お
、

こ
の
見
地
は
青
木
祐
治
「
『
増
鏡
』
の
構
造
に
つ
い
て
」
（
『
伝
承
文
学
研
究
』
第
三
四

号
、
昭
和
六
二
年
七
月
）
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　
木
藤
才
蔵
「
増
鏡
の
構
想
と
叙
述
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
八
巻
第
六
号
、
昭
和

三
六
年
六
月
。
後
に
同
著
『
中
世
文
学
試
論
』
〈
昭
和
五
九
年
、
明
治
書
院
刊
〉
に
再

録
）
、
同
前
掲
解
説
（
2
）
な
ど
。

　
加
納
重
文
前
掲
論
文
（
2
）
。
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13　12 11　10 9
（
1
4
）

16 15

　
　
　
　
　
『
増
鏡
』
と
両
統
問
題
（
福
田
）

　
宮
内
三
二
郎
「
増
鏡
と
西
園
寺
家
　
　
増
鏡
は
西
園
寺
家
々
門
史
で
も
あ
る
　
　
」

．
（
『
国
語
国
文
薩
摩
路
』
第
一
六
号
、
昭
和
四
七
年
一
月
。
同
著
前
掲
書
く
2
v
に
再

録
）
。

　
西
沢
正
二
前
掲
論
文
（
1
）
な
ど
。

　
伊
藤
敬
「
増
鏡
の
思
想
」
（
前
掲
〈
6
〉
）
。

　
加
納
重
文
前
掲
論
文
（
2
）
。

　
芳
賀
矢
一
「
歴
史
物
語
」
（
『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
昭
和
三
年
、
冨
山
房
刊
一
、
伊
豆
公

夫
「
荘
園
所
有
者
1
1
貴
族
の
歴
史
－
『
増
鏡
』
『
水
鏡
』
『
大
鏡
』
」
（
同
著
『
新
版
目
本

史
学
史
』
昭
和
四
七
年
、
校
倉
書
房
刊
。
旧
版
は
昭
和
一
一
年
、
白
揚
杜
刊
〈
未
見
〉
）
、

坂
本
太
郎
「
世
継
と
か
が
み
（
下
）
」
（
同
著
『
日
本
の
修
史
と
史
学
』
目
本
歴
史
新
書
、

昭
和
三
三
年
、
至
文
堂
刊
。
後
に
同
著
『
修
史
と
史
学
』
〈
坂
本
太
郎
著
作
集
第
五
巻
、

平
成
元
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
〉
に
再
録
）
な
ど
、

　
中
村
直
勝
「
増
鏡
」
（
『
岩
波
講
座
目
本
文
学
』
第
二
二
回
配
本
、
昭
和
七
年
六
月
一
、

和
田
英
松
「
増
鏡
の
研
究
」
（
『
目
本
文
学
講
座
』
第
三
巻
、
昭
和
九
年
二
月
、
改
造
杜

刊
。
同
芽
『
重
修
増
鏡
詳
解
附
録
』
〈
昭
和
一
〇
年
、
明
治
書
院
刊
〉
・
同
著
『
国
史

説
苑
』
〈
昭
和
一
四
年
、
明
治
書
院
刊
〉
に
再
録
）
、
沼
沢
龍
雄
「
増
鏡
」
（
『
目
本
文
学

大
辞
典
』
第
二
巻
、
昭
和
九
年
、
新
潮
杜
刊
一
、
亀
田
純
一
郎
「
増
鏡
概
説
」
（
『
国
文

学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
一
巻
第
六
号
、
昭
和
一
一
年
一
一
月
）
な
ど
。

　
尾
上
八
郎
「
解
題
」
（
『
校
註
日
本
文
学
大
系
』
第
二
一
巻
、
大
正
一
五
年
五
月
、
国

民
図
書
刊
）
五
七
頁
。

　
た
と
え
ば
、
記
述
の
精
疎
は
和
田
英
松
前
掲
論
文
（
1
4
）
、
中
村
直
勝
「
増
鏡
の
史

実
性
に
つ
い
て
」
（
『
国
文
学
』
第
二
巻
第
二
一
号
、
昭
和
三
二
年
一
二
月
一
な
ど
に
、

擢
筆
時
点
は
亀
田
純
一
郎
前
掲
論
文
（
1
4
）
、
伊
藤
敬
「
二
条
良
基
の
和
歌
と
増
鏡
」
（
『
私

学
研
修
』
第
八
五
号
、
昭
和
五
五
年
一
一
月
）
な
ど
に
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

18 1724　　　23 22　　　　　21 20　　　19

　
吉
岡
幹
子
「
増
鏡
の
最
終
部
分
に
関
す
る
疑
間
」
（
『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
第

二
五
号
、
昭
和
四
四
年
一
二
月
）
、
西
沢
正
二
「
『
増
鏡
』
未
完
結
説
の
試
み
」
（
『
国
語

と
国
文
学
』
第
五
一
巻
第
一
二
号
、
昭
和
四
九
年
二
一
月
）
参
照
。

　
『
増
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
蔵
校
注
「
増
鏡
」
（
『
神
皇
正
統
記

・
増
鏡
』
目
本
古
典
文
学
大
系
8
7
、
昭
和
四
〇
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
り
、
（
）

内
に
適
宜
補
足
説
明
を
加
え
た
。
以
下
同
じ
、
な
お
、
十
七
巻
本
系
（
底
本
）
が
古
本

と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
十
九
巻
本
（
流
布
本
）
に
原
態
が
残
る
と
み
る
説
が
あ
る
が
、

本
稿
の
論
述
に
関
し
て
は
両
者
に
相
違
は
な
か
っ
た
。

　
岡
一
男
「
解
説
」
（
『
増
鏡
』
目
本
古
典
全
書
、
昭
和
二
三
年
、
朝
目
新
聞
杜
刊
）
な

ど
。　

上
横
手
雅
敬
「
増
鏡
の
立
場
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
月
報
』
第
二
二
、
昭
和
四
〇

年
五
月
）
◎

　
井
上
宗
雄
著
『
増
鏡
（
下
）
』
（
講
談
杜
学
術
文
庫
、
昭
和
五
八
年
刊
）
三
八
三
頁
、

伊
藤
敬
「
続
『
増
鏡
』
流
布
本
考
」
（
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
第
二
二
号
、
昭
和

五
八
年
六
月
一
な
ど
。

　
平
田
俊
春
「
増
鏡
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
　
　
舞
御
覧
記
と
の
関
係
に
つ
い
て
1

1
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
ニ
ハ
巻
第
七
号
、
昭
和
一
四
年
七
月
。
同
著
『
吉
野
時
代

の
研
究
』
〈
昭
和
一
八
年
、
山
一
書
房
刊
〉
に
再
録
）
。

　
宮
内
三
二
郎
「
増
鏡
の
成
立
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
一
巻
第
九
号
、
昭
和
四
九

年
九
月
。
同
著
前
掲
書
く
2
v
に
再
録
）
。

　
手
島
靖
生
「
増
鏡
の
本
質
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
一
巻
第
六
号
、
昭
和
一
一

年
一
一
月
）
、
同
「
一
知
識
人
と
し
て
の
『
増
鏡
』
の
作
者
の
あ
り
か
た
」
（
『
文
学
』

第
二
四
巻
第
四
号
、
昭
和
三
一
年
四
月
）
、
岡
一
男
前
掲
解
説
（
1
9
）
、
石
田
吉
貞
「
増

鏡
の
成
立
と
時
代
」
（
『
国
文
学
』
第
二
巻
第
二
一
号
、
昭
和
三
二
年
二
一
月
）
、
岩
橋
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（
2
5
）

28 27 2630 29

小
弥
太
「
世
継
考
」
（
同
著
『
上
代
史
籍
の
研
究
第
二
集
』
昭
和
三
三
年
、
吉
川
弘
文

館
刊
）
、
上
横
手
雅
敬
前
掲
論
文
（
2
0
）
な
ど
参
照
。

　
竹
野
長
次
「
増
鏡
の
構
成
と
思
想
」
（
『
国
文
学
』
第
二
巻
第
二
一
号
、
昭
和
三
二
年

二
一
月
）
、
木
藤
才
蔵
前
掲
論
文
（
7
）
、
武
井
啓
子
「
増
鏡
作
者
の
創
作
意
識
に
関
す

る
考
察
　
　
和
歌
と
文
章
と
の
関
連
　
　
」
（
『
文
芸
論
叢
』
第
六
号
、
昭
和
四
五
年
二

月
）
、
加
納
重
文
前
掲
論
文
（
2
）
な
ど
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
世
界
　
　
「
皇
位
継
承
」
の
意
義
を
め
く
っ
て
　
　
」
（
『
日
本

文
芸
論
叢
』
第
二
号
、
昭
和
五
八
年
三
月
）
参
照
、

　
（
1
7
）
に
同
じ
。

　
深
津
睦
夫
「
『
増
鏡
』
の
勅
撰
和
歌
集
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
皇
学
館
論
叢
』
第
一

五
巻
第
四
号
、
昭
和
五
七
年
八
月
）
、
菅
野
覚
明
「
貴
族
の
歴
史
観
」
一
松
村
雄
二
他
編

『
目
本
文
芸
史
　
　
表
現
の
流
れ
』
第
三
巻
　
中
世
、
昭
和
六
二
年
、
河
出
書
房
新
杜

刊
）
な
ど
参
照
。

　
手
島
靖
生
「
増
鏡
の
本
質
」
（
前
掲
く
2
4
v
）
、
石
井
順
子
前
掲
論
文
一
1
）
、
益
田
宗

「
「
増
鏡
」
と
歴
史
」
（
岡
一
男
訳
『
大
鏡
・
増
鏡
』
古
典
目
本
文
学
全
集
1
3
、
昭
和
三

七
年
、
筑
摩
書
房
刊
）
な
ど
。

　
亀
田
純
一
郎
「
増
鏡
の
研
究
法
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
二
二
巻
第
四
号
、
昭
和
一

一
年
四
月
）
、
石
田
吉
貞
前
掲
論
文
（
2
4
）
、
竹
野
長
次
前
掲
論
文
（
2
5
一
、
谷
山
茂
「
増

鏡
の
文
芸
性
に
つ
い
て
」
（
『
国
文
学
』
第
二
巻
第
二
一
号
、
昭
和
三
二
年
一
二
月
）
、

中
村
直
勝
前
掲
論
文
（
1
6
）
、
南
波
敦
子
「
増
鏡
の
史
観
に
つ
い
て
　
　
と
く
に
鎌
倉

の
武
家
に
対
す
る
記
述
か
ら
　
　
」
（
『
史
海
』
第
二
二
号
、
昭
和
四
一
年
三
月
）
、
佐

藤
謙
三
「
増
鏡
論
議
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
第
七
三
巻
第
二
号
、
昭
和
四
七
年
二
月
一
、

田
尻
幹
子
前
掲
論
文
（
1
）
、
山
岸
徳
平
・
鈴
木
一
雄
編
『
大
鏡
・
増
鏡
』
（
鑑
賞
日
本

古
典
文
学
第
一
四
巻
、
昭
和
五
一
年
、
角
川
書
店
刊
）
．
二
〇
九
－
二
一
〇
・
二
八
一
頁
、

　
　
　
　
　
『
増
鏡
』
と
両
統
間
題
（
福
田
）

（
3
1
）

40　39　　　38 37　　　36　35 34　33　　　32
（
4
1
）

小
峯
和
明
「
増
鏡
」
（
大
曾
根
章
介
他
編
『
歴
史
・
歴
史
物
語
・
軍
記
』
研
究
資
料
目

本
古
典
文
学
第
二
巻
、
昭
和
五
八
年
、
明
治
書
院
刊
）
、
河
北
騰
「
「
増
鏡
」
の
文
学
性

に
つ
い
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
六
八
巻
第
一
号
、
平
成
元
年
一
月
）
な
ど
参
照
。

　
西
沢
正
二
「
『
増
鏡
』
に
関
す
る
一
試
論
　
　
後
醍
醐
帝
の
物
語
を
め
く
っ
て
　
　
」

（
『
目
本
文
芸
論
稿
』
第
三
号
、
昭
和
四
五
年
六
月
）
、
同
前
掲
論
文
（
1
）
、
山
下
宏

明
「
『
増
鏡
』
の
世
界
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
一
文
学
）
』
第
二
三
号
、
昭

和
五
一
年
三
月
）
な
ど
。

　
拙
稿
「
歴
史
物
語
の
系
譜
と
『
増
鏡
』
　
　
継
承
性
と
自
律
性
の
観
点
か
ら
　
　
」

一
『
島
大
国
文
』
第
二
〇
号
、
平
成
三
年
一
一
月
）
参
照
。

　
（
2
6
）
に
同
じ
。

　
手
島
靖
生
前
掲
論
文
（
2
4
）
な
ど
に
よ
る
と
史
籍
集
覧
本
の
奥
書
に
あ
る
ら
し
い
が

未
見
。

　
石
田
吉
貞
前
掲
論
文
（
2
4
）
。
．

　
石
田
吉
貞
「
増
鏡
作
者
論
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
〇
巻
第
九
号
、
昭
和
二
八
年

九
月
）
』

　
井
上
宗
雄
「
解
説
」
（
同
著
前
掲
書
〈
2
1
〉
）
な
ど
◎

　
伊
藤
敬
「
増
鏡
の
思
想
一
完
）
」
（
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
第
三
四
号
、
昭
和

五
九
年
三
月
一
な
ど
参
昭
㌦

　
青
木
祐
治
前
掲
論
文
一
6
）
。

　
坂
井
衡
平
著
『
新
撰
国
文
学
通
史
』
中
巻
一
大
正
一
五
年
、
三
星
杜
刊
）
、
関
東
四

郎
「
増
鏡
の
作
者
に
つ
い
て
　
　
増
鏡
の
作
者
は
歌
人
に
し
て
御
子
左
家
の
も
の
で
あ

る
　
　
」
（
『
国
学
』
第
五
輯
、
昭
和
一
二
年
一
月
）
、
西
沢
正
二
「
作
者
を
め
く
っ
て
」

（
前
掲
書
〈
1
〉
）
な
ど
。

　
右
京
「
増
鏡
」
（
『
史
学
界
』
第
一
五
編
第
六
号
、
明
治
三
七
年
六
月
）
。
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（
4
2
）

51　　　50　49 48　47　　　46 45　　　44　43

　
　
　
　
　
『
増
鏡
』
と
両
統
問
題
（
福
田
）

　
手
島
靖
生
前
掲
論
文
（
2
4
）
、
鶴
見
誠
「
増
鏡
を
書
い
た
著
者
の
心
」
（
『
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
』
第
一
巻
第
六
号
、
昭
和
一
一
年
一
一
月
）
、
岡
一
男
前
掲
解
説
（
1
9
）
、
石

川
徹
「
歴
史
物
語
の
発
展
と
そ
の
史
的
地
位
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
一
五
巻
第

五
号
、
昭
和
二
五
年
五
月
）
、
岩
橋
小
弥
太
「
中
世
の
史
籍
」
（
『
目
本
歴
史
』
第
一
九

四
号
、
．
昭
和
三
九
年
七
月
）
、
上
横
手
雅
敬
前
掲
論
文
（
2
0
）
、
塚
本
康
彦
「
『
増
鏡
』

覚
書
」
（
『
古
典
と
現
代
』
第
二
七
号
、
昭
和
四
二
年
一
〇
月
）
、
宮
内
三
二
郎
「
増
鏡

の
成
立
年
代
」
（
『
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
五
巻
、
昭
和
四
九
年
三
月
。
同

著
前
掲
書
〈
2
〉
に
再
録
一
な
ピ
。

　
芳
賀
矢
一
「
歴
史
物
語
」
一
前
掲
書
〈
1
3
〉
）
二
二
九
頁
、

　
手
島
靖
生
前
掲
論
文
（
2
4
）
、
上
横
手
雅
敬
前
掲
論
文
（
2
0
）
、
宮
内
三
二
郎
前
掲
論

文
（
4
2
）
な
ど
。

　
手
島
靖
生
「
歴
史
物
語
」
（
久
松
潜
一
編
『
目
本
文
学
史
．
中
世
』
昭
和
三
〇
年
、

至
文
堂
刊
。
昭
和
三
九
年
改
訂
新
版
、
昭
和
四
六
年
新
版
、
昭
和
五
〇
年
増
補
新
版
）
。

昭
和
五
二
年
発
行
の
増
補
新
版
か
ら
引
用
し
た
（
四
七
九
・
四
八
O
頁
）
。

　
中
村
直
勝
「
鎌
倉
時
代
の
公
武
関
係
に
つ
い
て
　
　
増
鏡
研
究
の
方
法
と
其
実
例
I

I
」
一
『
歴
史
公
論
』
第
七
巻
第
一
一
号
、
昭
和
二
一
二
年
一
〇
月
）
。

　
（
4
0
）
に
同
じ
。

　
沼
沢
龍
雄
「
歴
史
物
語
の
本
質
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
巻
第
四
号
、
昭
和
二
年

四
月
）
。

　
塚
本
康
彦
前
掲
論
文
（
4
2
）
。

　
玉
懸
博
之
「
軍
記
物
と
『
増
鏡
』
　
・
『
梅
松
論
』
」
（
『
目
本
思
想
史
講
座
』
第
三
巻

・
中
世
の
思
想
、
昭
和
五
一
年
、
雄
山
閣
刊
）
、

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
に
み
ら
れ
る
宮
廷
貴
族
諸
流
の
盛
衰
　
　
外
戚
か
ら
近
臣
へ
　
　
」

（
『
国
語
教
育
論
叢
』
第
一
号
、
平
成
三
年
九
月
一
参
照
。

55 54 53　5263　　62　　61　　60 59　58 57　56

　
手
島
靖
生
前
掲
論
文
（
2
4
）
な
ど
。

　
鶴
見
誠
前
掲
論
文
（
4
2
）
、
石
川
徹
前
掲
論
文
（
4
2
）
な
ど
。

　
青
木
生
子
「
み
や
び
」
（
栗
山
理
一
編
『
日
本
文
学
に
お
け
る
美
の
構
造
』
昭
和
五

一
年
、
雄
山
閣
刊
）
。

　
林
屋
辰
三
郎
「
中
世
に
お
け
る
都
市
と
農
村
の
文
化
」
（
『
岩
波
講
座
目
本
文
学
史
』

第
五
巻
、
昭
和
三
三
年
刊
。
後
に
同
著
『
古
典
文
化
の
創
造
』
〈
昭
和
三
九
年
、
東
京

大
学
出
版
会
刊
V
・
同
著
『
変
革
の
道
程
』
〈
日
本
史
論
聚
三
、
昭
和
六
三
年
、
岩
波

書
店
刊
〉
に
再
録
）
、
同
著
『
日
本
歴
史
と
文
化
』
上
巻
（
昭
和
四
一
年
、
平
凡
杜
刊
）

二
二
九
・
二
三
六
頁
な
ど
参
照
。
引
用
は
後
者
に
よ
っ
た
。

　
伊
藤
敬
「
増
鏡
の
思
想
（
完
）
」
（
前
掲
〈
6
〉
）
。

拙
稿
「
『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在
　
　
「
先
例
」
の
機
能
に
つ
い
て
　
　
」
（
『
島

根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
四
巻
第
二
号
、
人
文
・
杜
会
科
学
編
、
平
成
二
年
一
二

月
）
参
照
。

　
（
5
7
）
に
お
な
じ
。

　
井
上
宗
雄
著
『
増
鏡
（
上
）
』
（
講
談
杜
学
術
文
庫
、
昭
和
五
四
年
刊
）
六
五
頁
、
伊

藤
敬
「
増
鏡
の
思
想
（
続
）
」
（
前
掲
く
6
v
）
な
ど
参
照
。

　
（
5
7
一
に
同
じ
。

　
詳
し
く
は
別
稿
に
譲
る
。

　
一
5
7
）
に
同
じ
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
基
調
　
　
二
家
系
対
照
と
明
暗
循
環
の
構
図
　
　
」
（
『
文
芸
研

究
』
第
：
一
八
集
、
平
成
三
年
九
月
）
参
照
。


